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　東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県においては、地域の実情等にかんがみ、条例により、粒子状物質（PM）のみ

を対象としつつ、域外からの流入車をも含め排出基準に適合しない自動車の走行を禁止する独自の制度を設けてい

ます。 

　1都3県においては、各都県が指定するPM除去装置を装着することにより規制適合車とみなされますが、これら

の装置ではNOxを低減することができないため、国の自動車NOx・PM法の車種規制に適合することはできないの

で、注意が必要です。 

　また、兵庫県においては、条例によりNOx・PMの両方を対象とし、一部の地域（神戸市灘区、東灘区、尼崎市、西宮

市（北部地域を除く）、芦屋市、伊丹市）において、域外からの流入車をも含め排出基準に適合しないトラック（車両総

重量8t以上）・バス（定員30人以上）の走行を禁止する独自の制度を設けています。 

　自動車NOx・PM法と条例との比較は以下のとおりです。条例による規制内容の詳細については各自治体（p.13

参照）にお問い合わせください。 

2. 条例による自治体独自の規制について 

 

大切な財産である自動車を使えなくして
しまうことは、財産権の侵害に当たるのではないでし
ょうか？ 
 

財産権は絶対不可侵のものではなく、公

共の福祉の見地から合理的な範囲内で制限を加え

ることは許されています。自動車NOx・PM法に基づ

く車種規制は、人の健康を保護する上で維持される

ことが望ましい基準である環境基準を確保するため

に、従来からの対策だけでは環境基準を確保するこ

とができない地域に限って行われるもので、しかも、平

均使用年数を参考に適用猶予期間を設定し、負担

が過度に大きくならないように配慮して実施されてい

る規制です。 

 

対策地域外のトラックが、車種規制が開
始されてからも対策地域内を走行できるのは不公平
ではないでしょうか？ 
 

自動車NOx・PM法の対策地域につい

ては、自動車交通が集中しており、従来の自動車排

出ガス規制のみでは、二酸化窒素等の環境基準の

確保が困難な地域について、地域としての一体性

等も勘案し、関係する都府県の意見も聞いて指定し

ているものです。 

　使用の本拠が対策地域外にあるものまで車種規

制を及ぼすことは過剰規制になるおそれがあり適当

でないと考えられます。 

　加えて、対策地域外の地域から流入してくる車を

規制するためには、数多くの道路を常に監視しなけ

ればならず、人手と費用の負担が大きすぎることなど

から、規制の対象とはしておりません。 

使用過程車に後付けの装置を取り付け
てNOx・PM両方を除去し、排出基準に適合させるこ
とはできるのでしょうか？ 
 

国土交通大臣が行なうNOx・PM低減

装置性能評価制度において、優良と評価された装

置を装着した使用過程車については、排出基準に

適合したものと判定されます。ただし、車種等により

装着できる装置の有無がありますので、注意が必要

です。 

 

自動車NOx・PM法による規制のほかに、
条例による規制もあるようですが、どうなっているので
しょうか。 
 

自動車NOx・PM法のほかにも、自治

体によっては、独自の規制を条例で定めている場

合があります。こうした場合には、自動車NOx・PM

法のほかに条例も適用されることとなりますのでご注

意ください。条例の詳細については、それぞれの自

治体にお問い合わせください。 

 

　　　　　新車に対する排出ガスの規制が強化さ
れると、自動車NOｘ・PM法の車種規制も強化される
のでしょうか。 

 

自動車NOｘ・PM法の車種規制は、新

車に対する排出ガス規制とは異なります。したがって、

新車に対する排出ガスの規制が強化されることで、

自動車NOｘ・PM法の規制も同時に強化されるとい

うことはありません。 

対策地域 
 
 
排出規制物質 

対象自動車 

規制値　ＮＯｘ 

規制開始時期 

猶予期間 

規制担保手段 

罰則 

　　　　ＰＭ 

対象となる 
種別 

自動車NOx・PM法 関東1都3県条例 兵庫県条例 

8都府県（埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、愛知県、三重県、大阪
府及び兵庫県）の一部の地域 

原則として初度登録から車種に
応じ8～12年間 
（初度登録時期に応じてさらに
平成15年9月から平成17年9
月までの準備期間） 

ＮＯｘ、ＰＭ 

長期規制値並 

平成14年10月 

車検 

対策地域内に使用の本拠の位置
がある自動車 

トラック、バス、特種（乗用車ベー
スはディーゼル車のみ）、ディー
ゼル乗用車 

3.5トン超：長期規制並  
3.5トン以下：新短期規制の1/2

6月以下の懲役又は30万円以
下の罰金 

阪神東南部地域（神戸市灘区、東
灘区、尼崎市、西宮市（北部地域
を除く）、芦屋市、伊丹市） 

原則として初度登録から車種に
応じ10～13年間 
（初度登録時期に応じて平成16
年9月から平成18年9月までの
猶予期間を設定） 

ＮＯｘ、ＰＭ 

平成16年10月 

路上検査やカメラ検査 

対象地域内を運行する自動車 

車両総重量8トン以上の普通貨
物自動車及び特種自動車、定員
30人以上の大型バス 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法と同じ 

20万円以下の罰金や荷主等事
業者に対する氏名公表 

埼玉県・千葉県・東京都（島部を
除く）・神奈川県の全域 

初度登録から7年 

ＰＭ 

規制なし 

平成15年10月 

自動車Gメンによる立入検査や
路上検査 

対象地域内を運行する自動車 

ディーゼルのトラック、バス、特種
自動車 

長期規制値並（ただし、東京・埼
玉は平成18年4月から新短期規
制並） 

50万円以下の罰金（命令義務
違反）や氏名公表 


